
議案第２５７号 上告受理の申立てについて 

 

 

１ 当事者 

申立人となるべき者：川崎市 

相手方となるべき者：＊＊＊＊＊＊＊＊ 
 
２ 経緯 

 ・平成２０年１１月４日、本市は、登戸１号雨水幹線その４工事について、＊＊＊＊

＊＊＊＊（以下「＊＊＊＊」という。）及び＊＊＊＊＊＊＊＊（以下「＊＊＊＊」と

いう。）で構成した＊＊・＊＊共同企業体と工事請負契約を締結した。 
 
 ・平成２２年４月９日、公正取引委員会は、本市が一般競争入札の方法により発注す

る下水管きょ工事について、不当な取引制限を行っていたとして＊＊＊＊及び＊＊

＊＊に、独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。 
・平成２２年６月９日、＊＊＊＊は、公正取引委員会に対し、排除措置命令等に不服

があるとして独占禁止法に基づく審判手続の開始を請求した。 
 ・平成２２年９月１日、本市は、＊＊＊＊に対する排除措置命令等が確定したことか

ら、＊＊＊＊及び＊＊＊＊に対し、工事請負契約に基づき、連帯して賠償金を支払

うよう請求を行った。 
 ・平成２４年１１月２６日、公正取引委員会において審判請求が棄却された。 
 
３ 訴訟の経過 

・平成２３年７月１日、本市は、＊＊＊＊及び＊＊＊＊に対して横浜地方裁判所川崎

支部に賠償金支払請求の訴えを提起した。 
 ・平成２３年９月１４日、＊＊＊＊は、口頭弁論期日に出頭しないこと等から、＊＊

＊＊に対する本市の支払請求を認める判決が言い渡され、この判決は確定した。 
・平成２４年７月４日、＊＊＊＊に対する訴訟について、本市の主張を全面的に認め

る判決が横浜地方裁判所川崎支部から言い渡された。 

・平成２４年７月１９日、＊＊＊＊は、東京高等裁判所に控訴を提起した。 

・平成２４年１１月２２日、東京高等裁判所から第１審を取り消し、本市の請求を棄

却する判決が言い渡された。 
 
４ 東京高等裁判所の判断 

本市が賠償金を請求できるのは、共同企業体を構成する各事業者について独占禁止

法に基づく排除措置命令等が確定したときと解されることから、これらが確定してい

ない控訴人に対して賠償金の支払を求める本市の請求は失当である。 
 
５ 上告受理の申立ての理由 

本件の訴訟において、本市は、共同企業体のいずれかの構成員に対する排除措置命

令等が確定すれば、共同企業体の構成員は連帯して賠償金債務を負うこと等を一貫し

て主張してきたところであるが、これが認められなかった上記判決は、誤った法令解

釈が含まれており、本件の訴訟は、法令の解釈に関する重要な事項を含むものである

ことから、上告受理の申立てを行いたい。 
 
６ 上告受理の申立ての期限 

  平成２４年１２月６日（木） 

公正取引委員会での処分経過等

７　訴訟の経過一覧表

698 第２５７号 ＊＊＊＊＊

平成23年7月1日　 本市が訴えを提起
平成24年7月4日　 勝訴判決
平成24年7月20日  ＊＊＊＊＊が7月19日付けで控訴
平成24年10月9日　控訴審第１回口頭弁論
平成24年11月22日 控訴審敗訴判決

※平成２４年第４回川崎市議会定例会に追加議案上程

(149,751,000)

JV ＊＊・＊＊
　　 70：30

11月26日公正取引
委員会において審
判請求棄却

696 － ＊＊＊＊＊

平成23年7月1日　 本市が訴えを提起
平成24年8月27日　勝訴判決
平成24年9月11日　 ＊＊＊＊＊が控訴
平成24年12月17日　控訴審第１回口頭弁論（予定）

(**,***,***)

JV ＊＊・＊＊
　 　60：40
11月26日公正取引
委員会において審
判請求棄却

699 第２５８号 ＊＊＊＊＊

平成22年11月16日 本市に対し訴えを提起
平成23年7月1日　 本市が反訴を提起
平成24年7月24日　勝訴判決
平成24年8月7日　 ＊＊＊＊＊が控訴
平成24年11月5日　控訴審第１回口頭弁論
平成24年11月16日 裁判所からの和解勧告

※平成２４年第４回川崎市議会定例会に追加議案上程

(**,***,***)
JV ＊＊・＊＊
　 　50：50

695 第２５８号 ＊＊＊＊＊

平成23年7月1日　 本市が訴えを提起
平成24年7月24日　勝訴判決
平成24年8月7日　 ＊＊＊＊＊が控訴
平成24年11月5日　控訴審第１回口頭弁論
平成24年11月16日 裁判所からの和解勧告

※平成２４年第４回川崎市議会定例会に追加議案上程

**,***,***
JV ＊＊・＊＊
　   50：50

**,***,***

**,***,***
JV ＊＊・＊＊
     60：40

＊＊＊＊＊ (**,***,***)
JV ＊＊・＊＊
　　 60：40

第２４３号 ＊＊＊＊＊ **,***,***

第２４４号 ＊＊＊＊＊ **,***,***

第２４５号 ＊＊＊＊＊ 平成23年1月28日　本市に対し訴えを提起 **,***,***

第２４６号 ＊＊＊＊＊ 平成23年7月1日　 本市が12社に対し反訴 **,***,***

第２４７号 ＊＊＊＊＊ 平成24年4月26日　勝訴判決 **,***,***

平成24年5月15日　＊＊＊＊＊を除く11社が控訴 **,***,*** 【まちづくり局発注】

平成24年9月3日　 控訴審第1回口頭弁論 **,***,***

第２４９号 ＊＊＊＊＊ 平成24年9月4日　 裁判所からの和解勧告 **,***,***

第２５０号 ＊＊＊＊＊ **,***,***

**,***,***

※　平成２４年第４回川崎市議会定例会に上程中 **,***,***
JV ＊＊・＊＊
     60：40

第２５２号 ＊＊＊＊＊ **,***,***

第２５３号 ＊＊＊＊＊ **,***,***

700 －
＊＊＊＊＊
(判決確定済)

平成24年5月16日　判決確定
平成24年5月17日　元本支払済み

**,***,***

701 －
＊＊＊＊＊
(和解成立)

平成23年3月9日　 本市に対し訴えを提起
平成23年7月1日　 本市が反訴を提起
平成24年4月18日　裁判所からの和解勧告
平成24年6月28日　 和解成立

**,***,***

698 －
＊＊＊＊＊
(判決確定済)

平成23年7月1日　 本市が訴えを提起
平成23年9月14日　勝訴判決
平成23年10月7日　 判決確定

***,***,***
JV ＊＊・＊＊
　　 70：30

合　　計 721,638,749

訴訟上の
請求額

（単位　円）
備考

事件
番号

議案番号 請負会社名 訴訟の経過

＊＊＊＊＊

第２５１号 ＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊
平成23年7月1日　 本市が訴えを提起
平成24年9月24日　裁判所からの和解勧告

※　平成２４年第４回川崎市議会定例会に上程中

700

第２４８号

697 第２４２号


